
【別添】介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度について (骨子 )

(医師・看護職員 との連携等 )

○ 介護職員等によるたんの吸引等の実施については、医師・看護職員 との適切

な連携・協働の下に行われることが必要である。

○ ただ し、たんの吸引等の行為の中には、介護福祉士や研修を受けた介護職員

等が実施す ることは安全性の観点か ら問題があるものがあるとの意見があ

った。

○ この点については、実際の介護現場等における利用者の状態や利用者の置か

れた環境によつては、介護職員等が実施することに適 さない場合もあること

から、実際に介護職員等が実施可能かどうか等について、あらか じめ医師が

判断 し、看護職員 との具体的な連携の下に実施することが必要である。

○ また、医師・看護職員 と介護職員等 との適切な連携 0協働の在 り方、安全確

保措置の具体的内容については、試行事業の結果等を踏まえてさらに検討す

る必要がある。特に、居宅は施設 と異な り、医療関係者が周囲に少ないこと

等を踏まえ、居宅における医師・訪問看護 と訪問介護等 との連携・協働につ

いては、積極的に促進 される仕組みが必要である。

○ なお、保健所についても、必要に応 じ、医師 。訪問看護 と訪問介護等 との連

携を支援することが必要であるとの意見があつた。

(医療機関の取扱い)

○ 医療機関の取扱いについては、今回の制度化の趣旨が、介護現場等における

たんの吸引等のニーズに対 し、看護職員のみでは十分なケアが実現できない

とい う現実の課題に対応 した措置であることから、所定の看護職員が配置さ

れているなど介護職員によるたんの吸引等を積極的に認める必要はないと

の考え方に基づき、実地研修を除き、対象外 と位置付けたところである。

○ しかしながら、介護療養型医療施設等の医療機関については、医療面におい

てはより安全な場所 と考えられることから、対象か ら除外すべきではないと

の意見があつた。

○ これに対 して、医療機関は 「治療の場」であり、患者の状態なども安定 して

いないなど課題 も多いことから、対象 とすべきではないとの意見があつた。

○ この問題については、医療・介護の在 り方に関する根本的な論点を含むもの

であり、別途、検討する必要があると考えられ、今後の検討課題 とすること

が適当である。
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○

○

5 教育 ヨ研修の在 り方

(教育 。研修カ リキュラム等 )

○ 「試行事業」においては、より高い安全性を確保 しつつ、評価・検証を行 う

とい う観′点から、50時間の講義を含む基本研修 と実地研修を行 うこととして

いるところであるが、研修時間が長すぎるのではないか、働きながら研修を

受講できるような柔軟な仕組みとすべきではないか、等の意見があつたとこ

ろであ り、これ らの点を含め、教育・研修の具体的な内容については、今後、

試行事業の結果等を踏まえてさらに検討する必要がある。

○ また、ALS等 の重度障害者の介護や施設、特別支援学校等における教職員

などについては、利用者 とのコミュニケーションなど、利用者 と介護職員等

との個別的な関係性がより重視 されることから、これ らの特定の利用者 ごと

に行 う実地研修を重視 した研修体系を設けるなど、教育 。研修 (基本研修及

び実地研修)の体系には複数の類型を設けることとし、その具体的内容につ

いても、試行事業の結果等を踏まえてさらに検討する必要がある。

6 試行事業の検証

○

平成 22年 10月 より、「試行事業」力`実施 されているところであるが、今後、

その結果について検証 していくこととしている。

今回の 「中間まとめ」は現行の医事法制の解釈等を前提 としつつ、介護職員

等によるたんの吸引等の実施のための制度の基本的な骨子について整理 し

たものである。

今後、教育 。研修カ リキュラムの内容、医師・看護職員 と介護職員等 との適

切な連携 。協働の在 り方、安全確保措置の具体的内容等のさらに詳細な制度

設計については、「試行事業」の検証結果等を踏まえて、引き続き検討する

ことが必要である。
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介護職員等 によるたんの吸引等の実施のための制度 について (骨子 )

1 介護職員等によるたんの吸引等の実施

○ たんの吸引等の実施のために必要な知識及び技能を身につけた介護職員等は、

一定の条件の下に、たんの吸引等を行 うことができることとする。

○ 介護職員等が実施できる行為の範囲については、これまで運用により許容 さ

れてきた範囲を基本 として、以下の行為 とする。

・ たんの吸引 (口 腔内、鼻腔内、気管カニュー レ内部 )

* 口腔内・鼻腔内については、咽頭の手前までを限度 とする。

。 経管栄養 (胃 ろう、腸ろう、経鼻経管栄養 )

* 胃ろう。腸ろうの状態確認、経鼻経管栄養のチューブ挿入状態の確認は、

看護職員が行 う。

○ たんの吸引のみ、あるいは経管栄養のみ といつたように、実施可能な行為及

び実施のための研修に複数の類型を設ける。

○ まずは、たんの吸引及び経管栄養を対象 として制度化を行 うが、将来的な拡

大の可能性 も視野に入れた仕組み とする。ただ し、その際には、関係者を含め

た議論を経て判断することが必要である。

2 たんの吸引等を実施できる介護職員等の範囲

(1)介護福祉士

○ 介護の専門職である介護福祉士が、その業務 としてたんの吸引等を行 うこと

ができるようにし、養成カ リキュラムに基本研修及び実地研修を含むたんの吸

引等に関する内容を追力日する。

○ この場合、既に介護福祉士の資格を取得 している者については、一定の追加

的研修を修了することにより、たんの吸引等の行為を行 うことができることと

する。

(2)介護福祉士以外の介護職員等

○ 介護福祉士以外の介護職員等 (訪問介護員等の介護職員 とし、保育所にあつ

ては保育士、特別支援学校等にあつては教職員を含む。)については、一定の条

件下でたんの吸引等の行為を行 うことができることとする。具体的には、一定

の研修を修了 した介護職員等は、修了した研修の内容に応 じて、一定の条件の
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下に、たんの吸引等を行 うことができるものとする。

※ 介護福祉士のみでは現に存在するニーズに対応 しきれないこと、介護福祉

士養成施設の体制整備や新カ リキュラムでの養成に相当の期間を要すること

に留意。

3 たんの吸引等に関する教育 口研修

(1)たんの吸引等に関する教育 口研修を行う機関

○ 既に介護福祉士の資格を取得 している者や介護福祉士以外の介護職員等に対

してたんの吸引等に関する教育・研修を行 う機関を特定するとともに、教育 。

研修の内容や指導を行 う者等に関する基準を設定 し、その遵守について指導監

督を行 う仕組みを設ける。

(2)教育・研修の内容

○ 基本研修及び実地研修 とし、実地研修については可能な限 り施設、在宅等の

現場で行 うものとする。

なお、教育・研修の機会を増やす観点から、介護療養型医療施設や重症心身

障害児施設など医療機関としての位置付けを有する施設であっても、実地研修

の場 としては認めることとする。

○ 教育・研修の内容や時間数については、介護職員等の既存の教育・研修歴等

を考慮することができるものとする。

○ 上記の研修を行 う機関は、受講生の知識・技能の評価を行い、技能等が認め

られた場合のみ、研修修了を認めることとする。

○ 不特定多数の者を対象 とする教育・研修の内容 と、特定の者を対象 とする場

合 (ALS等 の重度障害者等の介護や施設、特別支援学校等における教職員な

ど)を 区別 し、後者は、特定の利用者ごとに行 う実地研修を重視 した研修体系

とするなど、教育・研修 (基本研修 。実地研修)の体系には複数の類型を設け

る。

○ 教育・研修の具体的内容 (時間数、カ リキュラム等)については、現在、行

われている 「試行事業」の結果等を踏まえてさらに検討する。

4 たんの吸引等の実施の条件

○ 介護の現場等において、一定のニーズはあるが、看護職員だけでは十分なケ
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アができない施設、在宅等 として、医師・看護職員 と介護職員等の適切な連携・

協働が確保 されていることを条件 とする。特に、居宅は施設 と異なり、医療関

係者が周囲に少ないこと等を踏まえ、居宅における医師・訪問看護 と訪問介護

等 との連携・協働については、積極的に促進 される仕組みが必要である。

○ 介護職員等にたんの吸引等を行わせることができるものとして、一定の基準

を満たす施設、事業所等を特定する。

<対象 となる施設、事業所等の例 >
・ 介護関係施設 (特別養護老人ホーム、老人保健施設、グループホーム、有

料老人ホーム、通所介護、短期入所生活介護等 )

。 障害者支援施設等 (通所施設及びケアホーム等 )

。 在宅 (訪問介護、重度訪間介護 (移動中や外出先を含む)等 )

0特 別支援学校

○ 医療機関の取扱いについては、所定の看護職員が配置 されているなど介護職

員等によるたんの吸引等を積極的に認める必要がないことから、対象外 とする。

※ なお、この問題については、医療・介護の在 り方に関する根本的な論点を

含むものであり、別途、検討する必要があると考えられ、今後の検討課題 と

することが適当である。

○ 介護職員等がたんの吸引等を行 う上での安全確保に関する基準を設け、医

師・看護職員 と介護職員等の連携・協働の確保等、基準の遵守について指導監

督の仕組みを設ける。

○ 医師・看護職員 と介護職員等 との具体的な連携内容や安全確保措置の具体的

内容については、現在行われている 「試行事業」の結果等を踏まえてさらに検

討する。

5 制度の実施時期等

○ 介護保険制度等の見直 しの時期も踏まえ、平成 24年度の実施を目指す。た

だし、介護福祉士の位置付けについては、介護福祉士養成課程の体制整備や新

カ リキュラムでの養成期間等を踏まえた実施時期 とする。

○ 現在、一定の条件の下にたんの吸引等を実施 している者が、新たな制度の下

でも実施できるよう、必要な経過措置を設ける。
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4.介護サー ビス情報の公表制度について

(1)情報公表制度の見直 し等について

○ 情報公表制度については、制度施行後よりさまざまな指摘等があることか ら、平

成 24年度の介護保険制度全体の見直 しに向け、社会保障審議会介護保険部会にお

いて議論 されたところである。

○ 昨年 11月 30日 に 「介護保険の見直 しに関する意見」が取 りまとめられ、情報

公表制度については、「利用者にとって活用 しやすいもの となるよう、検索機能や

画面表示などを工夫するとともに、調査については、都道府県知事が必要 と認める

場合に、適切に実施することとするなど、事務の軽減を図 り、手数料によらずに運

営できる制度へ と変更すべきである。その際は、費用負担を含めて、都道府県の負

担等に配慮すべきとの意見があつた。また、公表 される情報については、都道府県

の判断により、事業者が任意でサー ビスの質や雇用等に関するデータを追力日できる

こととし、公表 され る情報の充実を図ってい くべきである。」 とされたところであ

る。

○ 現在、関係府省 と協議の上、次期通常国会への法案提出を目指 して作業を進めて

いるが、改正内容が決定 されるには、国会での審議を経て、法案が可決 される必要

がある。そのため、現時点においては、改正内容は決定事項ではないことに留意願

い スニ い 。

(2)平成 23年度の制度運営について

○ 平成 23年度の制度運営については、法改正前であることから、基本的に現行制

度による運営 となるものであるが、地域の実情に応 じて円滑な制度運営が図られる

よう、各都道府県におかれては、適切な対応をお願い したい。
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○ なお、介護保険部会での意見等を受け、既に平成 23年度の運営体制が確保でき

ないなどの影響が生 じている場合は、やむを得ない措置 として、昨年の 11月 末に

事務連絡を発出し、その運用方法をお示 ししているので、貴都道府県の実情に応 じ

て適切な制度運営をお願いしたい。

(3)情報公表制度の活用促進について

○ 情報公表制度は、利用者のニーズに合つたより適切な介護サー ビス・事業所の比

較検討、選択を支援等する制度であり、利用者等に活用 される制度 として定着 させ

ることが何より重要である。

○ その取組の一環 として、昨年度に介護サー ビス情報公表支援センター (以下支援

センターとい う)において開催 した利活用促進に向けた有識者等による研究会の報

告を踏まえ、今年度、「見やす さ」「使いやす さ」「分か りやす さ」に配慮 した公表

画面の開発 (例 :表示項 目の限定、検索機能の充実、用語解説機能の付加)を行 う

ための取 り組みを一部の都道府県においてモデル事業 として行つている。

○ 現在、モデル事業実施県において、モデル画面 (サマ リー版システム)に よる公

表を実施 してお り、そのモデル画面等に対する意見等を踏まえ、サマ リー版システ

ムを改善 し、平成 23年度以降、全ての都道府県において公表が実施できるよう対

応することとしているのでご了知願いたい。

○ なお、モデル事業において実施 している公表サービスは 5サービスであるが、介

護保険部会での意見を踏まえ、利用者にとつて活用 しやすいものとなるよう順次、

対象サービスを拡大 していくこととしている。

○ また、各都道府県においては、情報公表制度を広く普及させていくために、引き

続き、被保険者のいる世帯、管内市区町村、地域包括支援センター、居宅介護支援
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事業所等介護サービスの利用者の相談に応じる多様な主体に向けて、さまざまな手

法で広く情報公表制度の活用についての周知広報を行っていただきたい。

(4)平成 23年度の公表システム運用について

○ 平成 23年度の現行制度運営のための情報公表システムについては、本年度内に

支援センターから各都道府県に対 し、配布することとしてお り、 日程等詳細につい

ては、後 日改めてお知 らせする。

○ これまで公表 された情報については、そのデータを専用回線を通 じて、支援セン

ターに送信いただいているところであるが、専用回線の運用が平成 23年 3月 末を

もつて終了することから、平成 22年度の事業者情報について、年度内に支援セン

ターに送信いただくようお願いする。

○ 各都道府県の事情により、平成 22年度の全ての事業者情報の送信が終了できな

い場合の対応方法については、後 日、改めてお知 らせすることとしているので、対

応方よろしくお願い したい。

○ また、平成 23年度、国において暫定的に設置する公表システムサーバーについ

ては、現在、調達の手続きを進めているところであり、運用方法等については、別

途、詳細が決ま り次第お知 らせする。

○ なお、サマ リー版システムでの公表について、平成 23年度は、国が暫定的に設

置 した公表システムサーバーにおいて平成 22年度の事業者情報を公表することと

している。

(5)平成 24年度以降の公表システム運用について

○ 公表システムについては、これまで公表するためのシステム (ソ フ ト)を情報公
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表支援センターが開発 し、各都道府県に配布 したものを各都道府県が設置 した公表

システムサーバー (ハー ド)に取 り込み、公表システムの運用を行つてきたところ

である。

○ 制度見直 しに伴い平成 24年度以降は、システムの開発及び公表システムサーバ

ーの管理運営については、国において一括 して実施することとしてお り、各都道府

県に設置 されている公表システムサーバーを国において一元化 (国が新たにサーバ

ーを設置)することにより、公表システムの管理運営の効率化を図ることとしてい

る。

○ 公表事務については、国が設置 した公表システムサーバーを使用 して各都道府県

が実施することになるが、現在、各都道府県に設置 されている公表システムサーバ

ーを使用 して実施する場合 と同様に公表事務ができるものとすることとしている。

また、介護保険部会での意見を踏まえ、システムの画面等の改良も併せて実施す

ることとしている。

○ なお、サマ リー版システムでの公表について、平成 24年度以降については、新

たに国が設置 した公表システムサーバーにおいて、本体の公表システムと併せて公

表することとしている。

(6)国庫補助事業について

○ 情報公表制度については、平成 24年度からの制度見直 しに向け、今後法改正を

行っていくこととなるが、各都道府県におかれては、新制度施行に向け円滑な実施

が行われるよう、平成 23年度において制度周知等の各種準備をとり進められたい。

○ なお、各都道府県において、新制度施行に向けた事業者等への見直 し内容の周知

や、新制度移行までの暫定的な措置 として、平成 23年度に新規で公表対象 となる
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事業所等の情報の入力等を都道府県において実施するために必要な補助を行 うこと

としているので、積極的に活用願いたい。

平成 23年度予算額 (案 )

28,247千 円
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5.地域支え合い体制づくり事業 (平成22年度補正予算)について

○ 平成 22年 10月 8日 に閣議決定 した 「円高・デフレ対応のための緊急経済対策」

において、介護等高齢者の生活の安心の確保への取組 として、地域の日常的な支え合

い活動の体制づ くりを行 うこととし、平成 22年度補正予算において、介護基盤緊急

整備等臨時特例基金に地域支え合い体制づ くり事業分 として 200億 円の積み増 しを

行つたところである。

各都道府県・市町村におかれては、事業の趣旨を踏まえつつ、基金の積極的な活用

をお願いする。

(1)実施できる事業

本事業は、「地域支え合い活動の立ち上げ支援事業」、「地域活動の拠点整備」、「人

材育成」により構成 され、それぞれについて目的及び事業内容をお示 ししているが、

特段補助の要件を設けてお らず、地域の状況に応 じた多種多様な取組を実施すること

が可能であるので、都道府県・市町村の創意工夫により柔軟に事業を実施いただきた

い 。

(地域支え合い体制づ くり事業を活用 した取組例 )

● 地域支え合い活動の立ち上げ支援事業

○「ボランテイア ロポイン ト」の制度化等の新たな仕組みの導入支援

ボランティア活動の実績に応 じてポイン トを付与 し、高齢者等の社会参加、

地域貢献を促 しつつ、貯めたポイン トが活用できる仕組み等、地域における

日常的な支え合いに資する新たな取組みの導入を支援 (※別添取組事例参照)

○ 地域における要援護高齢者等に関する情報の整備及び活用

地域の要援護高齢者等のニーズの把握調査で得た情報をもとに要援護者に

係 るマップを作成するとともに、当該情報を共有 し必要なサービスを提供す

るネッ トワークの整備を支援
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○ 徘徊・見守 りSOSネ ッ トワークの構築

認知症高齢者等の徘徊に対応するため、警察や交通機関を含め、市民が幅

広 く参加する徘徊高齢者の捜索・発見 。通報・保護や見守 りのためのネ ッ ト

ワーク構築を支援

● 地域活動の拠点整備

○ 家族介護者によるネッ トワークや家族介護者支援に資する拠点の整備

家族介護者の協議会設置等、家族介護者によるネ ットワークの構築や家族

介護者支援に資する拠点の整備を支援

○ 医療と介護の効率的な連携に資するネッ トワークの整備

訪問介護 と訪問看護、在宅支援診療所等が緊密な連携の下でのサービス提

供や情報共有のためのネッ トワークの整備等、医療 と介護の連携に資する取

組みを支援

● 人材育成

○ 地域の日常的な支え合い活動を担う人材の育成

地域において高齢者や障害者等への 日常的な支え合い活動の担い手となる

者 (見守 り活動チーム、生活・介護支援サポーター (※ )等)や支え合い体制

に係る取組みをマネジメン トし推進することが出来る人材の育成を支援

※ 平成 23年度においては、平成 22年度補正予算により「介護基盤

緊急整備等臨時特例交付金」に積み増 しした 「地域支え合い体制づ く

り事業」の対象事業 として実施することとしている。
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男1添取組事例①

稲城市介護支援ボランティア制度の概要 (平成 22年度)

1 概要

高齢者の介護支援ボランティア活動実績を評価 したうえで評価ポイン トを付与 し、当該

高齢者の申出により、当該評価ポイン トを換金 した「介護支援ボランティア評価ポイン ト

転換交付金」を交付する制度 (一定の社会参加活動をした者に対し、活動実績に応 じて、

実質的に保険料負担を軽減するもの。)。

2 目的

高齢者が介護支援ボランティア活動を通 じて地域貢献することを積極的に奨励・支援し、

高齢者自身の社会参加活動を通じた介護予防を推進するため、市民の共同連帯の理念に基

づき稲城市介護支援ボランティア制度を設け、もっていきいきとした地域社会となること

を目的とする。

3 内容

制度根拠

介護保険法第 115条の44第 1項、地域支援事業実施要綱別記 1(2)

イ (イ )③、稲城市介護保険条例第 15条の 6、 稲城市介護支援ボラ

ンティア制度実施要綱

(2)
介護支援

ボランティア

稲城市の介護保険第 1号被保険者

あらかじめ管理機関へ登録が必要

(3)
介護支援ボラ

ンティア活動

稲城市長が指定する介護支援ボランティア事業及び活動

事 業 活 動

①

②

　

③

④

⑤

介護保険対象施設

稲城市が委詰する地域支

援事業 (介護予防事業)

ふれあいセンター

高齢者会食会

その他

① レクリエーション等の指導、参加支援

② お茶だしや食堂内の配膳・下膳などの補助

③ 喫茶などの運営補助

④ 散歩、外出、館内移動の補助

⑤ 模擬店、会場設営、利用者の移動補助、

芸能披露などの行事の手伝い

⑥ 話し相手

⑦ その他施設職員と共に行う軽微かつ補助的

な活動

(例―草刈、洗濯物の整理、シーツ交換など)

③ その他 (例一在宅高齢者のゴミ出しなど)

(4)
活動実績の

把握

介護支援ボランティアが持参する介護支援ポランテイア手帳に

活動確認スタンプを押印.

Ｅ
υ

評価 ポイ ン ト

の付与

介護支援ボランテイア手帳に押印されたスタンプの数に応 じて

最大 5,000ポイン トの評価ポイン トを付与。

α
υ

評価ポイン ト

転換交付金

介護支援ボランティア手帳を添えて、評価ポイン ト活用を申し出

る。交付額は、年間最大で 5,000円 。
７
′ その他 介護保険料の未納又は滞納の場合、適用しない。

4 財源等   市から管理機関へ交付する介護保険地域支援事業介護予防事業‐般高齢

者施策に係る地域支援事業交付金を活用する。

5 管理機関  稲城市社会福祉協議会 (評価ポイン トの管理、付与等)

6 施行日   平成 19年 9月 1日
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別添取組事例②

横浜市介護支援ボランティアポイント事業(ヨコハマいきいきポイン

高齢者が介護施設等でボランティア活動を行つた場合に、「ポイン ト」が得 られ、たまった 「ポイン ト」

に応 じて換金 。寄付が可能。元気な高齢者の活動を介護の分野で活かす仕組み。 (政令市初 )

(平成 21年 10月 から実施 )

1 目的

元気な高齢者が特別養護老人ホーム等でボランティア活動を行 うことにより、本人の健康増進や介

護予防につなげることや、社会参加、地域貢献を通 じた生きがいづ くりを促進する。

受入施設にとっては、ボランティアが訪れることで地域 とのつなが りが深まるとともに、入所者の

生活をより豊かにするとい う効果が期待できる。

2 実施スキーム ※ 施設等でのボランティアの例 (全国初)

じ
ゃ

、

一 マスコッ ト

キャラクター

健康ほ うし君

3 実施状況

<受入施設等>
■受入施設

250施 設 (平成 23年 2月 1

内訳 :特別養護老人ホーム

老人保健施設

地域ケアプラザ  1
その他

(GH、

■配食・会食

受入拠点 (地域ケアプラザ)

拠点以外の登録団体

デイサービス等 )

日現在 )

93//1
34/
05//1
18

91か 所

13団 体

28
80
19

<登録者>
4, 066名  (平成 23年 2月 4日 現在 )

※登録するには 2時間の研修を受講する。

平 成 23年 2月
横 浜 市 介 護 保 険 課

■||1攀Ⅲ
=■

|■■Ⅲ■■ⅢI

受入施設・事業所

特別養護老人ホーム、老人保健

施設、地域ケアプラザ、グルー

プホーム、デイサービス等で、

受入を申し出た事業者

ボランティア
(65歳 以上の高齢者)

介護ボランティア活動をし、
ポイントを蓄積

管理機関
(か ながわ福祉

サービス振興会)

0人材の受付・登録

○ポイン ト管理

○ポイン ト換金

よこはまポケ ッ

(ICカ ー ド)

◆企業等か らの協賛 (15種類 )

横 浜 ベ イ ス ター ズ 試合観戦招待券 25組 50名

横浜 F マ リノス 試 合 観 戦 招 待 券 25組 50名

横浜 FC 試 合観 戦 招 待 券 25組 50名

嘆浜にぎわい座 召待券 5組 10名

横浜市 llt芸 セ ンター 体験教室招待券 10組 20名

よ こはま動 物園
ズー ラシア

招 待 券 (4名 ―組 ) 25組 100名

金沢動物園 招待券 (4名 ―組 ) 25組 100名

スカイスパYOKOHAMA 招待券 /300円 害1弓 1券
25組 50名 /

春緑 者 全 昌

サッボロビール
ヱビスビール
(350耐 缶 X24本 )

10名

第一生命保険m社 会貢献活
動グルーブ

石川遼選手の
バスタオル

10名

生活協同組合連合会
ューコーブ事業揮合

ンヾダナセット 50名

黄浜美術館
「 ブ ー シ キ ン 美 術 館

展 ,100円 割 引
登録者全 員

ラー メ ン博物館 無料入場券 登録者全 員

入塚製薬工場
OSl(経 口補水 液 )

5 0 0ml
1000本
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(2)関係者間の連携について

本事業は、高齢者や障害者等の社会的弱者に対する日常的な支え合い活動の体制づ

くりの推進を図ることを目的としていることから、事業の実施にあたつては、各都道

府県・市町村の介護保険、高齢者福祉、障害者福祉及び地域福祉関係所管課等が連携

し、事業に取 り組むこと。

また、事業の円滑かつ効果的な実施を図るため、管内の地域住民、高齢者や障害者そ

の家族等当事者の意見を代表する者、医療関係者、介護・福祉事業関係者、行政担当者

等を構成員 とする協議会を設置する等により、地域の実情を踏まえた取組みとなるよう

努めること。

(3)質疑応答

本事業について寄せられた質問に対する回答は次のとおりである。

問1 見守りのためのネットワークの構築について、見守りの対象として、高齢

者に限らず、障害者や子どもなども含めた事業とすることは出来るか。

(答)本事業は、高齢者や障害者等の社会的弱者に対する日常的な支え合い活動の体

制づくりを図るものであり、障害者や子どもを対象に含めた事業実施に努めてい

ただきたい。

問2 地域支援事業 (任意事業)と の区分はどのように考えているか。

(答)本事業の目的及び事業内容に合致する取組みであれば、地域支援事業 (任意事

業)の対象であっても、基金を活用することが出来る。

ただ し、当該市町村の地域支援事業において既に実施 している事業については、

本事業の対象 とはならない。
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